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令和６ 年度第３ 回教育委員会定例会 
 

議事日程及び議案等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６ 年６ 月２ ７ 日（ 木）  

１ ６ 時３ ０ 分 

 

於： 女性第一・ 第二研修室  



2 

 

     議事日程     令和６ 年６ 月２ ７ 日（ 木） １ ６ 時３ ０ 分   

女性第一・ 第二研修室 

 

１  開 会 

２  会議成立の宣告  

３  会議録署名者の指名 

４  会議の公開等について 

５  議案審査順 

公開予定（ 案）  

定第１ ４ 号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 鹿児島市図書館協議会委員の解職及び委嘱について〕  

報告事項( 2)    市議会関係の審議結果等について 

報告事項( 3)    教育委員会関係の主な行事について 

非公開予定（ 案）  

定第１ ６ 号議案 鹿児島市立小中学校区審議会委員の委嘱の件 

定第１ ７ 号議案 鹿児島市社会教育委員の委嘱の件 

定第１ ８ 号議案 鹿児島市立学校給食センタ ー運営審議会委員の委嘱又は任命の件 

報告事項( 1)    第８ 回市立高等学校活性化委員会について 

定第１ ５ 号議案 代決処分の承認を 求める 件 

〔 県費負担教職員の懲戒に係る 内申について〕  

６  その他  

７  閉 会 
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定第１ ４ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について、 鹿児島市教育委員会事務委任等規則第

４ 条第１ 項の規定に基づき 、 下記のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ り 、 こ れを 報

告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和６ 年６ 月２ ７ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

                    記 

 

 

〔 解 嘱〕    令和６ 年５ 月２ ４ 日付 

         坂元 豪  （ 前： 市Ｐ Ｔ Ａ 連合会副会長）  

 

〔 理 由〕    団体から の推薦者の変更に伴う 解嘱 

 

 

 

 

〔 委 嘱〕    令和６ 年５ 月２ ５ 日付 

         上村 宏明 （ 市Ｐ Ｔ Ａ 連合会副会長）  

 

  〔 任 期〕    令和７ 年６ 月３ ０ 日ま で 

 

  〔 理 由〕    団体から の推薦者の変更に伴う 後任委員の委嘱 
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（ 参  照）  

 

１  鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

 

 ２  図書館法（ 抜粋）  

 （ 図書館協議会）  

第１ ４ 条 公立図書館に図書館協議会を 置く こ と ができ る 。  

２  図書館協議会は、 図書館の運営に関し 館長の諮問に応ずる と と も に、 図書館の行う 図書館

奉仕につき 、 館長に対し て意見を 述べる 機関と する 。  

第１ ５ 条 図書館協議会の委員は、 当該図書館を 設置する 地方公共団体の教育委員会（ 特定図

書館に置く 図書館協議会の委員にあつては、 当該地方公共団体の長） が任命する 。  

第１ ６ 条 図書館協議会の設置、 その委員の任命の基準、 定数及び任期その他図書館協議会に

関し 必要な事項については、 当該図書館を 設置する 地方公共団体の条例で定めなければなら

ない。 こ の場合において、 委員の任命の基準については、 文部科学省令で定める 基準を参酌

する も のと する 。  

 

 ３  図書館法施行規則（ 抜粋）  

第１ ２ 条 法第１ ６ 条の文部科学省令で定める 基準は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭

教育の向上に資する 活動を行う 者並びに学識経験のある 者の中から 任命する こ と と する 。  

 

 ４  鹿児島市図書館条例（ 抜粋）  

（ 図書館協議会）  

第８ 条 図書館に法第１ ４ 条第１ 項の規定に基づき 、 鹿児島市図書館協議会（ 以下「 図書館協

議会」 と いう 。 ） を 置く 。  

２  図書館協議会は、 １ ０ 人以内の委員を も っ て組織する 。  

３  委員は、 学校教育及び社会教育の関係者、 家庭教育の向上に資する 活動を 行う 者並びに学

識経験のある 者の中から 、 教育委員会が委嘱し 、 又は任命する 。  

４  委員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

５  略す 
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構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

松 久 保 鉄 也 明和小学校長

前 田 浩 二 武中学校長

青 木 明 世 鹿児島商業高等学校教諭

坂 口 拓 鹿児島商工会議所　青年部

原 田 加 代 子 鴨池公民館運営審議会委員

上 村 宏 明
（ 前 ： 坂 元 豪 ）

市ＰＴＡ連合会副会長
（前：市ＰＴＡ連合会副会長）

榎 園 早 百 合 紙芝居の会 桜の樹代表

岩 下 雅 子 鹿児島国際大学非常勤講師

佐 藤 宏 之 鹿児島大学 法文教育学域教育学系准教授

金 子 満 鹿児島大学 法文教育学域法文学系准教授

※網掛けの委員の任期は、令和６年５月２５日から令和７年６月３０日まで（前任者の残任期間）

〔理　由〕　団体からの推薦者の変更に伴う解嘱及び後任委員の委嘱

〔女性委員の割合〕　40.0％

鹿児島市図書館協議会委員名簿　（案）　　

学 校 教 育 関 係 者

社 会 教 育 関 係 者

家 庭 教 育 関 係 者

学 識 経 験 者

〔任　期〕　令和５年７月１日から令和７年６月３０日まで
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市議会関係の審議結果等について 

  

・ 令和６ 年第２ 回市議会定例会 

 会期： ６ 月１ １ 日（ 火） ～６ 月２ ７ 日（ 木）  

 〇第１ ２ 号議案 自動車購入の件（ 学校給食配送用自動車）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告事項（ ２ ）  
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教育委員会関係の主な行事について 

 

・ 市立美術館特別企画展 鹿児島市立美術館開館７ ０ 周年記念 

「 没後１ ０ ０ 年 黒田清輝と その時代」  

７ 月２ ４ 日（ 水） ～９ 月１ 日（ 日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項（ ３ ）  


